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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自車両が走行する車線における自車両の現在の横位置を検出する横位置検出手段と、
　運転者の操舵状態量を検出する操舵状態検出手段と、
　自車両が走行する車線における自車両の目標横位置を設定し、前記目標横位置を走行す
るように自車両を制御すると共に、前記操舵状態量が第１の閾値を越えると、検出される
前記横位置に合わせて前記目標横位置を更新し、その後、前記操舵状態量が前記第１の閾
値以下になると、そのとき検出された前記横位置に前記目標横位置を固定する車線追従制
御手段とを備え、
　前記車線追従制御手段は、運転者の操舵方向が車線外側から中央側へ向かう方向であり
、かつ、前記操舵状態量が前記第１の閾値よりも大きい第２の閾値を越えたとき、前記目
標横位置を車線中央に設定することを特徴とする車両用走行制御装置。
【請求項２】
　自車両が走行する車線における自車両の現在の横位置を検出する横位置検出手段と、
　運転者の操舵状態量を検出する操舵状態検出手段と、
　自車両の運動状態量を検出する車両運動状態検出手段と、
　自車両が走行する車線における自車両の目標横位置を設定し、前記目標横位置を走行す
るように自車両を制御すると共に、前記操舵状態量が所定の閾値を越えると、検出される
前記横位置に合わせて前記目標横位置を更新し、その後、前記操舵状態量が前記所定の閾
値以下になると、そのとき検出された前記横位置に前記目標横位置を固定する車線追従制



(2) JP 5853552 B2 2016.2.9

10

20

30

40

50

御手段と、
　自車両が走行する車線の曲率を検出する曲率検出手段とを備え、
　前記車線追従制御手段は、
　前記車両運動状態量から推定される自車両の予想軌跡における所定の前方到達点が車線
中央を越えたとき、前記目標横位置を車線中央に設定し、
　前記曲率が運転者の操舵方向と同じ方向で大きいほど、前記前方到達点をより前方の位
置に補正することを特徴とする車両用走行制御装置。
【請求項３】
　自車両が走行する車線における自車両の現在の横位置を検出する横位置検出手段と、
　運転者の操舵状態量を検出する操舵状態検出手段と、
　自車両の運動状態量を検出する車両運動状態検出手段と、
　自車両が走行する車線における自車両の目標横位置を設定し、前記目標横位置を走行す
るように自車両を制御すると共に、前記操舵状態量が所定の閾値を越えると、検出される
前記横位置に合わせて前記目標横位置を更新し、その後、前記操舵状態量が前記所定の閾
値以下になると、そのとき検出された前記横位置に前記目標横位置を固定する車線追従制
御手段と、
　自車両周囲の障害物の位置を検出する障害物検出手段とを備え、
　前記車線追従制御手段は、
　前記車両運動状態量から推定される自車両の予想軌跡における所定の前方到達点が車線
中央を越えたとき、前記目標横位置を車線中央に設定し、
　前記障害物の位置が自車両から所定範囲内であるとき、前記前方到達点をより前方の位
置に補正することを特徴とする車両用走行制御装置。
【請求項４】
　請求項２または３に記載の車両用走行制御装置において、
　前記操舵状態検出手段は、運転者の操舵速度を検出し、
　前記車線追従制御手段は、前記操舵速度の大きさが所定の閾値を越えると、所定時間の
間、前記前方到達点をより前方の位置に補正することを特徴とする車両用走行制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両の走行を制御する装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、自車両が車線に追従して走行するように運転者を支援する車線追従制御を行う車
両用走行制御装置が知られている。例えば、特許文献１に記載の技術は、車線追従制御中
に、走行車線内での自車両の軌道を修正する等の目的で運転者の操舵操作が介入した場合
、走行目標点を走行車線内での自車両の横方向位置の変動に合わせて更新することで、ス
ムーズに自車両の軌道の修正等を行うことを可能にし、運転者の違和感の軽減を図ってい
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平２００７－２６１４５１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、上記従来の装置は、操舵操作の介入により運転者が車線外側から車線中央寄り
に向かうことを意図している場合、運転者が操舵操作の細かい微調整を行う必要があり、
操舵操作が安定していないと自車両の位置がふらついてしまうおそれがある。よって、車
線中央への復帰が容易でなく、運転者の操舵操作の負担が増大する、という問題があった
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。
【０００５】
　本発明は、上記問題に着目してなされたもので、車線追従制御中、運転者が車線中央寄
りに向かうことを目的として操舵操作の介入を行った場合に、運転者の操舵操作の負担を
軽減することができる車両用走行制御装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するため、本発明の一実施形態に係る車両用走行制御装置では、車線追
従制御中、運転者の操舵状態に基づき運転者の車線中央への復帰意図があると判定すると
、走行目標点を車線中央に設定することとした。

【発明の効果】
【０００７】
　よって、判定した復帰意図に応じて走行目標点を車線中央に設定するため、運転者が操
舵操作の細かい微調整を行う必要がなく、より容易に自車両を車線中央寄りに向かわせる
ことができ、運転者の操舵操作の負担を軽減することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】実施例１の車両用走行制御装置が適用される車両の操舵システムの構成を表すシ
ステム図である。
【図２】実施例１の車両用走行制御装置の制御システムの構成を示すブロック線図である
。
【図３】実施例１の車両用走行制御装置による制御処理を表すフローチャートである。
【図４】実施例１の車両用走行制御装置の作用を説明する図である（一方の車線区分線に
接近する方向またはカーブ外側方向に操舵操作が介入した場合）。
【図５】実施例１の車両用走行制御装置の作用を説明する図である（車線中央に接近する
方向に操舵操作が介入し、かつ車線中央への復帰意図がない場合）。
【図６】実施例１の車両用走行制御装置の作用を説明する図である（前方へ所定距離Ｌ０
だけ離れた到達点ＳＰが車線中央ｌｍを越える場合）。
【図７】実施例１の車両用走行制御装置の作用を説明する図である（前方へ所定距離Ｌ０
＋Ｌｃだけ離れた到達点ＳＰ'が車線中央ｌｍを越える場合）。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　［実施例１］ 
  実施例１の車両用走行制御装置は、走行車線に自車両を追従させる車線追従制御を行う
ものであり、そのために操舵トルクを操舵力伝達系に与えて操舵制御を行う。まず、構成
を説明する。図１は、実施例１の車両用走行制御装置が適用される車両の操舵システムの
概略構成図である。図１に示すように、車両の前輪１Ｌ、１Ｒには、ステアリングギア２
ｃを有する操舵機構２が配設されている。ステアリングギア２ｃは一般的なラック＆ピニ
オン式であり、操舵機構２は、前輪１Ｌ、１Ｒの操舵軸に接続されるラックと、これに噛
合するピニオンと、このピニオンをステアリングホイール２ａに与えられる操舵トルクで
回転させるステアリングシャフト２ｂとを備えている。
【００１０】
　ステアリングシャフト２ｂにおけるピニオンの上部には、前輪１Ｌ、１Ｒを自動操舵す
るための自動操舵機構を構成する操舵アクチュエータ３が配設されている。操舵アクチュ
エータ３は、ステアリングシャフト２ｂと同軸に取り付けられたドリブンギヤと、これに
噛合するドライブギヤと、このドライブギヤを回転駆動する自動操舵用モータとから構成
されており、操舵機構２に操舵力を発生させることが可能に設けられている。コントロー
ルユニット１０からの駆動信号に応じて操舵アクチュエータ３が自動操舵用モータを駆動
することにより、操舵機構２が制御されて操舵が行われる。なお、自動操舵用モータとド
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ライブギヤとの間にはクラッチ機構が介挿されており、自動操舵制御時にのみクラッチ機
構が締結され、そうでないときにはクラッチ機構が非締結状態となって自動操舵用モータ
の回転力がステアリングシャフト２ｂに入力されないように構成されている。
【００１１】
　ステアリングシャフト２ｂには、運転者（ドライバ）の操舵操作の状態を示すパラメー
タである操舵状態量（操舵トルクＴ、操舵角θ）を検出する各センサが設けられている。
具体的には、ステアリングホイール２ａと操舵アクチュエータ３との間に、運転者のステ
アリングホイール２ａの操作によりステアリングシャフト２ｂに入力される操舵トルクＴ
を検出する操舵トルクセンサ４ａと、ステアリングシャフト２ｂの回転角からステアリン
グホイール２ａの操舵角θを検出する操舵角センサ４ｂが備えられ、それらの検出信号は
コントロールユニット１０に出力される。
【００１２】
　車両には、車両の運動の状態を示すパラメータである車両運動状態量を検出する各セン
サが設けられている。具体的には、自車両ＭＣに発生する横加速度Ｇｙを検出する横加速
度センサ５ａ、自車両ＭＣに発生するヨーレートψ'を検出するヨーレートセンサ５ｂ、
車輪の回転数や変速機の出力側の回転数を検出することにより自車両ＭＣの車速Ｖを検出
する車速センサ５ｃが備えられ、それらの検出信号はコントロールユニット１０に出力さ
れる。なお、車両運動状態量を検出する各センサの代わりに、車両運動状態量を推定する
手段を設けてもよい。例えば、横加速度センサ５ａを設ける代わりに、車速Ｖと操舵角θ
により横加速度Ｇｙを推定演算してもよい。
【００１３】
　車両には、走行車線（自車両ＭＣが走行する車線）ｌ１内の自車両ＭＣの位置（走行位
置）を検出するための前方外界認識センサとして、前方監視カメラ６ａが備えられている
。前方監視カメラ６ａは、例えばＣＣＤカメラ等で構成される単眼カメラであり、自車両
ＭＣ前方の数ｍ～数１０ｍ先の走行路を撮影できるように構成されている。前方監視カメ
ラ６ａの撮影画像はコントロールユニット１０に出力される。また、車両には、自車両Ｍ
Ｃの周囲の立体物（障害物）を検出し、この立体物（障害物）の自車両ＭＣへの接近度合
い（距離）を検出するための前方外界認識センサとして、レーザーレーダ６ｂが備えられ
ている。レーザーレーダ６ｂの検出信号はコントロールユニット１０に出力される。なお
、レーザーレーダに限らず、ステレオカメラ等を用いてもよい。
【００１４】
　コントロールユニット１０は、供給される各検出信号や各算出値に基づき、走行路にお
いて自車両ＭＣが走行すべき目標軌跡Ｍ＊を算出する。また、自車両ＭＣが目標軌跡Ｍ＊
に沿って走行するために必要な目標操舵角θ＊を算出し、操舵角センサ４ｂで検出した実
操舵角θが目標操舵角θ＊に一致するように、操舵アクチュエータ３に駆動信号を出力し
て、車両の転舵輪である前輪１Ｌ、１Ｒに舵角を発生させる。なお、目標軌跡Ｍ＊に沿っ
て走行するための目標操舵トルクＴ＊を求め、操舵アクチュエータ３の自動操舵用モータ
へ供給する電流を制御して、ステアリングシャフト２ｂに発生する操舵トルクＴが目標操
舵トルクＴ＊に一致するように制御することとしてもよい。
【００１５】
　図２は、コントロールユニット１０内に設けられた制御システムの概略構成を示すブロ
ック線図である。図２に示すように、コントロールユニット１０は、車線認識部101と、
操舵トルク検出部102と、操舵角検出部103と、車両運動状態検出部104と、障害物認識部1
05と、ドライバ介入判定部106と、車線中央復帰意図判定部107と、目標軌跡算出部108と
、目標横位置設定部109と、操舵制御部110とを有する。
【００１６】
　車線認識部101は、前方監視カメラ６ａが撮影した自車両ＭＣ前方の画像から、例えば
自車両ＭＣ近傍の白線等のレーンマーカ（車線区分線ｌｎ）を検出して走行車線ｌ１を認
識すると共に、走行車線ｌ１（具体的には車線区分線ｌｎの接線）に対する自車両ＭＣの
向き（ヨー角φ）、走行車線ｌ１における基準走行ラインに対する自車両ＭＣの横方向位
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置（横位置Ｙ）、および走行車線ｌ１の道路曲率ρを算出する。
【００１７】
　道路曲率ρの算出は、例えば以下のように行う。車線認識部101は、前方監視カメラ６
ａが撮影した画像から、まず、仮想的に実空間を設定し、その実空間上に自車両ＭＣと、
左右の車線区分線ｌｎとを配置する。そして、原点は前方監視カメラ６ａの中央位置の真
下の道路面上の点として自車両ＭＣの進行方向にｘ軸、進行方向に垂直の左右方向にｙ軸
を取り、車線区分線ｌｎを表す曲線を２次曲線すなわちｙ＝ａｘ2＋ｂｘ＋ｃの式で近似
し、１／２ａを自車両ＭＣの位置における道路の曲率ρとして算出する。なお、２次曲線
の近似方法は、例えば、車線区分線ｌｎ上の３点を抽出してその３点を通る２次曲線とし
て求めてもよいし、車線区分線ｌｎ上の数点を抽出して最小自乗法により算出してもよい
。
【００１８】
　横位置Ｙの算出は、例えば以下のように行う。車線認識部101は、前方監視カメラ６ａ
が撮影した画像から、基準走行ラインとして用いることができる情報（例えば、路面に描
かれたセンターラインやサイドライン、或いはガイドレール等）を抽出し、この抽出した
情報に基づいて基準走行ラインを想定する。実施例１では、走行車線ｌ１の中央部（車線
中央ｌｍ）を基準走行ラインとし、この基準走行ライン（車線中央ｌｍ）からの自車両Ｍ
Ｃの横方向変位（横方向距離）を横位置Ｙとする。具体的には、上記仮想的な実空間に設
定された自車両ＭＣと基準走行ライン（車線中央ｌｍ）の配置に基づき、車線中央ｌｍに
対する自車両ＭＣ（原点）の横方向離間量から横位置Ｙを算出する。
【００１９】
　操舵トルク検出部102は、操舵トルクセンサ４ａからの入力に基づき、操舵状態量とし
て操舵トルクＴを検出する。操舵角検出部103は、操舵角センサ４ｂからの入力に基づき
、操舵状態量として操舵角θを検出すると共に、操舵角θに基づき、操舵角速度（運転者
の操舵速度）θ'を算出する。車両運動状態検出部104は、横加速度センサ５ａ、ヨーレー
トセンサ５ｂ、車速センサ５ｃからの入力に基づき、車両の運動状態量として、横加速度
Ｇｙ、ヨーレートψ'、車速Ｖを検出する。なお、検出される車両の走行状態データに左
右の方向性がある場合には、左右どちらかの方向（例えば左方向）を予め正方向に設定す
ることとしてもよい。例えば、ヨーレートψ'や横加速度Ｇｙ、操舵角θ、ヨー角φは、
左旋回時に正値となり、横位置Ｙは、走行車線中央ｌｍから左方にずれているときに正値
となるようにする。
【００２０】
　障害物認識部105は、レーザーレーダ６ｂの検出信号から、自車両ＭＣ周囲の立体物（
自車両ＭＣが走行する車線ｌ１内やこれに隣接する車線ｌ２内の他車両等）の自車両ＭＣ
に対する位置（横方向位置ｘ及び前後方向位置ｙ）を検出し、これにより自車両ＭＣ周囲
の道路の混雑状況を把握する。具体的には、自車両ＭＣの前後の所定範囲内に存在する隣
接車両の横方向（走行車線に対して垂直方向）位置ｘが所定値よりも小さいとき、混雑し
ていると判断する。例えば、車線幅が狭くて走行車線ｌ１と隣接車線ｌ２との密集度が高
い場合や、車線幅が広くても隣接車両が自車両ＭＣの車線ｌ１側に極端に近い場合がこれ
に該当する。また、自車両ＭＣから周囲の立体物（他車両等の障害物）までの距離が短い
（立体物の位置が自車両ＭＣから所定範囲内である）とき、例えば縁石や側溝や壁などの
道路境界物と自車両ＭＣとの距離が短い場合や、駐停車車両が存在して自車両ＭＣがこれ
に近づく場合や、対向車が自車両ＭＣに接近する場合も、混雑していると判断する。
【００２１】
　目標軌跡算出部108は、車線認識部101および目標横位置設定部109からの入力に基づき
、自車両ＭＣの走行目標点ＧＰを設定し、この走行目標点ＧＰに基づき自車両ＭＣの目標
走行ライン（目標軌跡Ｍ＊）を算出する。具体的には、まず、後述する目標横位置設定部
109により設定された、走行車線ｌ１における自車両ＭＣの目標横位置Ｙ＊（車線中央ｌ
ｍに対する自車両ＭＣの横方向離間量の目標値）を読み込む。そして、自車両ＭＣから前
方に走行車線ｌ１に沿う方向に所定距離Ｌ０だけ離れた地点Ｐにおいて、車線中央ｌｍか
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ら目標横位置Ｙ＊だけ横方向に離間した位置に自車両ＭＣが走行すべき走行目標点ＧＰを
設定する。本実施例１では、自車両ＭＣの前方に所定距離Ｌ０だけ離れた上記地点Ｐとし
て、自車両ＭＣが現在の車速Ｖで走行車線ｌ１に沿って所定時間走行した場合の走行距離
（前方注視点距離）だけ前方の地点を設定する。検出される走行車線ｌ１（車線区分線ｌ
ｎや車線中央ｌｍ）がカーブしている場合も同様に、地点Ｐにおいて車線中央ｌｍから目
標横位置Ｙ＊だけ横方向に離間した位置に走行目標点ＧＰを設定する。言換えると、目標
横位置Ｙ＊を自車両ＭＣから走行車線ｌ１の方向に所定距離Ｌ０だけ延長した点を走行目
標点ＧＰとする。所定距離Ｌ０は、車速Ｖ、走行車線ｌ１の幅や道路曲率ρ、および隣接
する車両の接近度合いに応じて変更する。
【００２２】
　走行目標点ＧＰを設定すると、自車両ＭＣが走行目標点ＧＰに向かう経路を例えば円弧
と仮定して目標軌跡Ｍ＊を決定する。自車両ＭＣの進行方向と地点Ｐ上の走行目標点ＧＰ
の位置から、目標半径ｒ＊として目標軌跡Ｍ＊の曲率半径を算出する。なお、上記記円弧
には目標半径ｒが無限大すなわち直線である場合も含まれる。さらに、算出した目標半径
ｒ＊と車速Ｖと自車両ＭＣの車両特性パラメータに基づいて、目標半径ｒ＊を実現するた
めの目標操舵角θ＊を算出する。
【００２３】
　操舵制御部110は、運転者の操舵操作とは独立に、操舵アクチュエータ３により操舵ト
ルクＴを発生させ、走行車線ｌ１に自車両ＭＣを追従させる制御を行う。目標軌跡算出部
108からの入力に基づき、操舵アクチュエータ３に対して指令を出力し、操舵制御するこ
とで、目標軌跡Ｍ＊に沿って走行目標点ＧＰ（目標横位置Ｙ＊）を走行するように車両を
制御する。具体的には、例えば、二輪モデルに基づいて、検出される操舵角θと車速Ｖと
車両ＭＣの車両特性パラメータから車体すべり角βを算出する。続いて、車体すべり角β
、検出されるヨーレートψ'、操舵角θ、車速Ｖ、および車両特性パラメータに基づいて
セルフアライニングトルクＴsaを算出する。そして、算出したセルフアライニングトルク
Ｔsaにゲインを乗算し、第１電流Ｉｔ１を算出する。さらに、検出される操舵角θが目標
操舵角θ＊になるようにＰＤ制御により第２電流Ｉｔ２を算出し、これを第１電流Ｉｔ１
に加算して制御電流Ｉｔを算出する。操舵制御部110は、制御周期毎に目標操舵角θ＊お
よび制御電流Ｉｔを算出し、この制御電流Ｉｔの値に基づいて操舵アクチュエータ３に駆
動信号を出力して操舵トルクを発生させる。なお、目標半径ｒ＊と車速Ｖから目標ヨーレ
ートＶ／ｒ＊を求め、この目標ヨーレートに追従する操舵角をフィードフォワード／フィ
ードバック制御することとしてもよく、特に限定しない。
【００２４】
　ドライバ介入判定部106は、操舵トルク検出部102からの入力に基づき、車線追従制御中
に運転者が操舵操作を行った否かを判定する。具体的には、操舵状態量（実施例１では操
舵トルクＴの大きさ|Ｔ|）が所定の第１の閾値（閾値Ｔ１）を越えると、運転者が操舵操
作を行ったと判定し、操舵状態量（|Ｔ|）が第１の閾値（閾値Ｔ１）以下であると、運転
者が操舵操作を行っていないと判定する。なお、操舵トルクＴ以外の操舵状態量（操舵角
θや操舵角速度θ'等）を用いて運転者の操舵介入の有無を判定してもよい。例えば、操
舵角θの微分値θ'（すなわち操舵速度）により、操舵操作の介入を判断するようにして
もよい。また、一定値以上の操舵トルクＴの継続時間等により操舵操作の介入を判断して
もよい。また、操舵トルクＴに対する閾値Ｔ１の設定を含め、これらを組み合わせて判断
するようにしてもよい。
【００２５】
　車線中央復帰意図判定部107は、車線認識部101、操舵トルク検出部102、操舵角検出部1
03、車両運動状態検出部104、および障害物認識部105からの入力に基づき、運転者に車線
中央ｌｍへの復帰意図があるか否かを判定する。具体的には、（１）運転者の操舵方向が
走行車線ｌ１の外側（車線中央ｌｍを挟んで左右いずれかの側）から車線中央ｌｍ側へ向
かう方向であり、かつ操舵状態量（実施例１では操舵トルクＴの大きさ|Ｔ|）が第１の閾
値Ｔ１より大きい所定の第２の閾値Ｔ２（＞Ｔ１）を越えたとき、または、（２）推定さ
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れる車両の予想軌跡Ｓにおける所定の前方到達点ＳＰが走行車線ｌ１の外側から車線中央
ｌｍを越えたとき、運転者の車線中央ｌｍへの復帰意図があると判定する。
【００２６】
　（１）車線中央復帰意図判定部107は、運転者の操舵方向が車線中央ｌｍ側へ向かう方
向である場合、操舵トルク検出部102から入力される操舵トルクＴに基づき、運転者の車
線中央ｌｍへの復帰意図を判定する。具体的には、操舵トルクＴの大きさが閾値Ｔ２を越
えると、運転者の復帰意図があると判定し、操舵トルクＴの大きさが閾値Ｔ２以下であれ
ば、運転者の復帰意図がないと判定する。なお、復帰意図の判断に用いる操舵状態量とし
て、操舵トルクＴ以外に、操舵角θや操舵角速度θ'等を用いてもよい。また、一定値以
上の操舵トルクＴの継続時間等により操舵操作の介入を判断してもよい。また、操舵トル
クＴに対する閾値Ｔ２の設定を含め、これらを組み合わせて判断するようにしてもよい。
また、運転者の操舵方向が車線外側から中央側へ向かう方向であるか否かを判断するため
、操舵トルクＴの方向（符号）を用いてもよいし、操舵角θの変化方向（操舵角速度θ'
の符号）を用いてもよい。
【００２７】
　（２）また、車線中央復帰意図判定部107は、車両の予想軌跡Ｓに基づき運転者の車線
中央ｌｍへの復帰意図を判定する。まず、車両運動状態量等から、制御周期毎に車両の予
想軌跡Ｓを推定する。予想軌跡Ｓの推定は、例えば以下のように行う。車両の走行軌跡は
車両運動で決定されるため、そのときの車両の位置、姿勢、車速Ｖ、ヨーレートψ'等の
車両の運動状態や、（操舵角や左右輪の駆動力差のような）車両の運動をコントロールす
る制御入力に応じて、実際の車両の挙動から予想軌跡Ｓを算出する。具体的には、自車両
ＭＣの前方に距離Ｌだけ離れた地点における（現在の車両の位置および進行方向を基準と
した）横方向移動量を、０．５×Ｌ^２×Ｖ×ψ'の式により算出する。なお、これは線形
近似であるため、厳密に円弧として求めてもよい。そして、距離Ｌを０から任意の距離ま
で変化させて、走行中の道路上に重ねることで、予想軌跡Ｓが得られる。走行車線ｌ１に
対する自車両ＭＣのヨー角φや横位置Ｙ、および走行車線ｌ１の道路曲率ρは、推定した
予想軌跡Ｓが走行車線ｌ１に対してどの位置にあるか、どちらに向かっているかを判定す
るパラメータとして用いることができる。なお、走行軌跡は車両運動で決定されるため、
車両の横方向の運動として、横加速度やヨーレートψ'（または車両運動モデルと操舵角
θ）を考慮することが好ましい。
【００２８】
　そして、予想軌跡Ｓにおいて、車両の現在位置から走行車線ｌ１に沿って前方へ所定距
離Ｌ０（目標軌跡Ｍ＊の算出に用いるものと同様）だけ離れた予想到達点ＳＰが、車線中
央ｌｍを越えると（すなわち車線中央ｌｍを挟んで現在の車両位置の側とは反対の側に移
ると）、運転者の車線中央ｌｍへの復帰意図があると判定する。なお、車両の予想軌跡Ｓ
において現在時刻から所定時間後の予想到達点ＳＰが車線中央ｌｍを越えると、運転者の
車線中央ｌｍへの復帰意図があると判定することとしてもよい。
【００２９】
　ここで、車線中央復帰意図判定部107は、操舵角速度θ'に基づき、上記前方の予想到達
点ＳＰを補正する。具体的には、操舵角速度θ'の大きさが所定の閾値を越えると、所定
時間の間、上記所定距離Ｌ０に補正距離Ｌｃを加算することで、予想到達点ＳＰをより前
方の位置ＳＰ'に補正する。上記所定時間は、操舵角速度θ'が略ゼロとなるか、または操
舵角速度θ'の符号が反転する（逆方向へ動き出す）までとすることが好ましい。
【００３０】
　また、走行車線ｌ１の道路曲率ρに基づき、予想到達点ＳＰを補正する。具体的には、
走行車線ｌ１が運転者の操舵操作と同じ方向にカーブしているときは、所定距離Ｌ０に補
正距離Ｌｃを加算することで、予想到達点ＳＰをより前方の位置ＳＰ'に補正する。走行
車線ｌ１が運転者の操舵操作と逆の方向にカーブしているときは、所定距離Ｌ０から補正
距離Ｌｃを減算することで、予想到達点ＳＰをより後方（自車両ＭＣに近い側）の位置Ｓ
Ｐ'に補正する。より具体的には、道路曲率ρが所定値以上である（例えば０より大きい
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）とき、運転者の操舵操作と同じ方向で走行車線ｌ１の道路曲率ρが大きい（曲率半径が
小さい）ほど、所定距離Ｌ０に加算する補正距離Ｌｃを長く設定する一方、運転者の操舵
操作と逆方向で走行車線ｌ１の道路曲率ρが大きいほど、所定距離Ｌ０から減算する補正
距離Ｌｃを長く設定する。
【００３１】
　さらに、自車両ＭＣの周囲が他車両等の障害物によって混雑していると判断されたとき
は、上記と同様に、予想到達点ＳＰをより前方の位置ＳＰ'に補正する。なお、補正距離
Ｌｃを加減算する以外の手段、例えば補正係数を乗算することで予想到達点ＳＰを補正す
ることとしてもよい。
【００３２】
　目標横位置設定部109は、車線認識部101、ドライバ介入判定部106、および車線中央復
帰意図判定部107からの入力に基づき、目標軌跡算出部108における目標横位置Ｙ＊を設定
・変更する。具体的には、装置の起動時や、何らかの原因で（例えば右左折や車線変更に
より）車線追従制御が中断された後に制御を再開する際には、目標横位置Ｙ＊として現在
の（その時点で検出された）横位置Ｙ０を設定する。この場合には、目標軌跡算出部108
により、自車両ＭＣから前方に所定距離Ｌ０だけ離れた地点Ｐにおいて、車線中央ｌｍか
ら現在の（制御開始時の）横位置Ｙ０だけ横方向に離間した位置に走行目標点ＧＰが設定
されることになる。なお、上記のように車線追従制御が中断された場合には、自車両ＭＣ
が元の車線ｌ１や隣接する車線ｌ２に十分に入った段階、例えばタイヤ１個分に相当する
程度だけ自車両ＭＣが車線区分線ｌｎの内側に入った段階で車線追従制御を再開すること
が好ましい。
【００３３】
　目標横位置設定部109は、車線追従制御中、運転者の操舵操作の介入がないと判定され
る間は、設定された目標横位置Ｙ＊を更新しない。すなわち、自車両ＭＣが左右に移動し
て横位置Ｙが変化しても、運転者による操舵介入があったと判定されない限り、目標横位
置Ｙ＊を、設定された値Ｙ０に固定したままで変化させない。一方、運転者の操舵操作の
介入があったと判定されると、運転者の車線中央ｌｍへの復帰意図がないと判定される限
り、検出される横位置Ｙに合わせて目標横位置Ｙ＊を更新する。すなわち、各制御周期（
サンプリングサイクル）ごとに検出される横位置Ｙ（その制御周期における車線中央ｌｍ
と自車両ＭＣとの距離）の値を目標横位置Ｙ＊に設定する。このように、目標横位置Ｙ＊
を、車線中央ｌｍと自車両ＭＣとの距離（横位置Ｙ）の変動に合わせて更新する。その後
、運転者の操舵操作の介入があったと判定されなくなると、そのとき更新された目標横位
置Ｙ＊、すなわち操舵介入があったと最後に判定されたときに検出された横位置Ｙの値に
、目標横位置Ｙ＊を固定する。
【００３４】
　さらに、運転者の操舵操作の介入があったと判定された場合において、運転者の車線中
央ｌｍへの復帰意図があると判定されると、目標横位置Ｙ＊を０（車線中央ｌｍ）に設定
する。この場合には、目標軌跡算出部108により、自車両ＭＣから前方に走行車線ｌ１に
沿う方向に所定距離Ｌ０だけ離れた地点Ｐにおいて、走行目標点ＧＰが車線中央ｌｍに設
定される。
【００３５】
　次に、コントロールユニット１０で行われる演算処理の処理手順を図３のフローチャー
トに従って説明する。この演算処理は、所定時間（例えば１０msec）毎のタイマ割り込み
処理として実行される。
  まずステップＳ１で、車両の現在位置および道路形状を取得する。具体的には、車線認
識部101が、車線中央ｌｍからの自車両ＭＣの横変位Ｙ、走行車線ｌ１に対する自車両Ｍ
Ｃのヨー角φ、走行車線ｌ１の道路曲率ρを算出する。
  次にステップＳ２に移行して、障害物認識部105が、周囲の障害物の位置を取得する。
  次にステップＳ３に移行して、車両運動状態量を取得する。具体的には、車両運動状態
検出部104が、ヨーレートψ'、横加速度Ｇｙ、車速Ｖを検出する。
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  次にステップＳ４に移行して、操舵角検出部103が、操舵角θを検出すると共に、操舵
角速度θ'を算出する。例えば、読み込んだ操舵角θの前回値と今回値に基づき、操舵角
速度θ'を算出する。
  次にステップＳ５に移行して、操舵トルク検出部102が操舵トルクＴを検出する。
  次にステップＳ６に移行して、ドライバ介入判定部106が、運転者の操舵操作の有無を
判定する。具体的には、操舵トルクＴの大きさ|Ｔ|が第１の閾値Ｔ１を越えると、運転者
が操舵操作を行ったと判定してステップＳ７に移行し、|Ｔ|がＴ１以下であると、運転者
が操舵操作を行っていないと判定してステップＳ１２に移行する。
  ステップＳ７～Ｓ９では、車線中央復帰意図判定部107が、運転者の車線中央ｌｍへの
復帰意図の有無を判定する。
  ステップＳ７では、運転者の操舵方向が走行車線ｌ１の外側から中央ｌｍ側へ向かう方
向であるか否かを判定し、ＹＥＳであればステップＳ８に移行し、ＮＯであればステップ
Ｓ９に移行する。
  ステップＳ８では、操舵トルクＴの大きさ|Ｔ|が第２の閾値Ｔ２を越えたか否かを判定
し、ＹＥＳであれば、運転者の車線中央ｌｍへの復帰意図があると判定してステップＳ１
０に移行し、ＮＯであればステップＳ９に移行する。
  ステップＳ９では、車両の予想軌跡Ｓにおける前方の到達点ＳＰが車線中央ｌｍを越え
るか否かを判定し、ＹＥＳであれば、運転者の車線中央ｌｍへの復帰意図があると判定し
てステップＳ１０に移行し、ＮＯであれば、復帰意図がないと判定してステップＳ１１に
移行する。
  ステップＳ１０では、目標横位置設定部109が目標横位置Ｙ＊を０（車線中央ｌｍ）に
設定（変更）し、ステップＳ１２に移行する。
  ステップＳ１１では、目標横位置設定部109が目標横位置Ｙ＊をステップＳ１で検出さ
れた横位置Ｙに設定し、ステップＳ１２に移行する。
  ステップＳ１２では、目標軌跡算出部108が、目標横位置Ｙ＊に基づき走行目標点ＧＰ
を設定し、走行目標点ＧＰに基づき目標軌跡Ｍ＊および目標操舵角θ＊を算出して、ステ
ップＳ１３に移行する。
  ステップＳ１３では、操舵制御部110が、ステップＳ１２で算出された目標軌跡Ｍ＊お
よび目標操舵角θ＊を実現するように、操舵アクチュエータ３に駆動信号を出力する。
【００３６】
　〔作用〕
  次に、上記制御処理に基づく作用について説明する。図４～図７は、実施例１の車両用
走行制御装置の作用を説明するための図であり、車線ｌ１を走行中の車両ＭＣを上空から
見た平面図である。図中、車両ＭＣのヨー方向の矢印の大きさは、運転者の操舵操作によ
る操舵トルクＴの大きさを直観的に示す。
【００３７】
　車線追従制御中、各制御周期ごとに走行目標点ＧＰから自車両ＭＣの目標走行ライン（
目標軌跡Ｍ＊）を決定し（ステップＳ１２）、それに基づいて操舵アクチュエータ３が自
動操舵を行う（Ｓ１３）。自車両ＭＣは、ある制御周期における（走行目標点ＧＰから算
出される）目標軌跡Ｍ＊上をその制御周期分だけ走行し、次の制御周期では新たに算出さ
れる目標軌跡Ｍ＊上をその制御周期分だけ走行する。このように、自車両ＭＣは絶えず走
行目標点ＧＰを追いかけるようにして滑らかな軌跡をたどり、これにより車線追従制御が
行われる。
  車線追従制御中、運転者の操舵操作の介入がない場合、ステップＳ１～Ｓ６→Ｓ１２→
Ｓ１３へ進む流れとなり、目標横位置Ｙ＊を更新せずに固定された値とし、走行目標点Ｇ
Ｐの車線中央ｌｍからの距離を一定に保つ（Ｓ１２）。よって、制御周期ごとに車線中央
ｌｍが変動すると、それに伴って走行目標点ＧＰも位置が変動するが、車線中央ｌｍから
の離間量（横位置Ｙ）は一定に保たれるから、自車両ＭＣは基準となる走行ライン（車線
中央ｌｍ）に追従して走行する。
【００３８】
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　車線追従制御中、走行車線ｌ１内で自車両ＭＣの軌道を修正する等の目的で運転者がス
テアリングホイール２ａの操作を行った場合、ステップＳ１～Ｓ６→Ｓ７へ進む流れとな
り、運転者の車線中央ｌｍへの復帰意図の有無を判定する（Ｓ７～Ｓ９）。
  運転者の操舵操作の介入時、車線中央ｌｍへの復帰意図がないと判定すると、ステップ
Ｓ１～Ｓ６→Ｓ７→Ｓ９→Ｓ１１→Ｓ１２→Ｓ１３（またはステップＳ１～Ｓ６→Ｓ７→
Ｓ８→Ｓ９→Ｓ１１→Ｓ１２→Ｓ１３）へ進む流れとなり、操舵操作の介入中、走行目標
点ＧＰの車線中央ｌｍからの離間量（目標横位置Ｙ＊）を、制御周期ごとに車線中央ｌｍ
と自車両ＭＣとの距離（横位置Ｙ）の変動に合わせて更新する（Ｓ１１）。制御周期ごと
に、更新した目標横位置Ｙ＊に基づき目標軌跡Ｍ＊を決定し、操舵制御を行う。
【００３９】
　図４に示すように、ある制御周期で、一方の（車線中央ｌｍに対して自車両と同じ側に
ある）車線区分線ｌｎに接近する方向、またはカーブ外側方向に操舵操作が介入した場合
、目標横位置Ｙ＊をその制御周期で検出した横位置Ｙに設定し、設定した目標横位置Ｙ＊
に基づき目標軌跡Ｍ＊を決定し、目標軌跡Ｍ＊に応じた目標操舵角θ＊を実現するように
操舵制御を行う。このように制御周期ごとに目標横位置Ｙ＊を更新するため、制御中の実
際の車両の軌跡は、運転者の操舵操作に応じて、上記一方の車線区分線ｌｎに徐々に接近
する方向、またはカーブ外側方向に徐々に向かうものとなる。
【００４０】
　図５に示すように、ある制御周期で、車線中央ｌｍに接近する方向に操舵操作が介入し
、かつ車線中央ｌｍへの復帰意図がない場合、すなわち車線中央ｌｍへの接近動作を運転
者が微調整中（例えば操舵角θが小、操舵トルクＴが小）である場合、目標横位置Ｙ＊を
その制御周期で検出した横位置Ｙに設定し、設定した目標横位置Ｙ＊に基づき目標軌跡Ｍ
＊を決定し、目標軌跡Ｍ＊に応じた目標操舵角θ＊を実現するように操舵制御を行う。制
御周期ごとに目標横位置Ｙ＊を更新するため、制御中の実際の車両の軌跡は、運転者の操
舵操作に応じて、車線中央ｌｍに徐々に接近するものとなる。
【００４１】
　以上のように、自車両ＭＣを走行車線ｌ１の進行方向に向かわせるように比較的弱い自
動操舵力が発生するため、走行車線ｌ１に対する車両姿勢を一定に保つことが容易である
。
操舵操作介入ありとの判定が終了すると、再びステップＳ１～Ｓ６→Ｓ１２→Ｓ１３へ進
む流れとなるため、操舵操作の介入が終了した制御周期（Ｓ１）で検出した横位置Ｙを目
標横位置Ｙ＊として固定し（Ｓ１２）、この目標横位置Ｙ＊に基づき目標軌跡Ｍ＊を決定
し、操舵制御を行う。このように、操舵操作の介入終了後、直ちに通常の車線追従制御が
作動するため、運転者は、上記のような目標横位置Ｙ＊の調整を、車両挙動が安定した状
態で、かつ少ない操舵操作で行うことができる。
【００４２】
　運転者の操舵操作の介入時、車線中央ｌｍへの復帰意図があると判定すると、ステップ
Ｓ１～Ｓ６→Ｓ７→Ｓ８→Ｓ１０→Ｓ１２→Ｓ１３（またはステップＳ１～Ｓ６→Ｓ７→
Ｓ８→Ｓ９→Ｓ１０→Ｓ１２→Ｓ１３、またはステップＳ１～Ｓ６→Ｓ７→Ｓ９→Ｓ１０
→Ｓ１２→Ｓ１３）へ進む流れとなり、操舵操作の介入中、走行目標点ＧＰの車線中央ｌ
ｍからの離間量（目標横位置Ｙ＊）を０に設定する（Ｓ１０）。各制御周期ごとに、設定
した目標横位置Ｙ＊＝０に基づき目標軌跡Ｍ＊を決定し、操舵制御を行う。
  具体的には、車線中央ｌｍに接近する方向に操舵操作が介入し、かつ操舵トルクＴの大
きさ|Ｔ|が第２の閾値Ｔ１を越えた場合、または推定される予想軌跡Ｓにおける前方到達
点ＳＰが車線中央ｌｍを越えた場合、各制御周期で、目標横位置Ｙ＊を０に設定し、設定
した目標横位置Ｙ＊＝０に基づき目標軌跡Ｍ＊を決定し、目標軌跡Ｍ＊に応じた目標操舵
角θ＊を実現するように操舵制御を行う。よって、制御中の実際の自車両ＭＣの軌跡は、
速やかに車線中央ｌｍに接近するものとなる。
【００４３】
　このように、例えば目標横位置Ｙ＊を車線の中央ｌｍから外寄りへ修正した状態で車線
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追従制御が行われているとき、車線の外側から内側（車線中央方向）への運転者の修正操
舵が行われた場合、運転者の車線中央ｌｍへの復帰意図を判定し、復帰意図ありと判定す
ると、目標横位置Ｙ＊を車線中央ｌｍに設定する。よって、目標横位置Ｙ＊を車線中央ｌ
ｍへ復帰させるために、運転者が細かい修正操舵（操舵操作の微調整）を行う必要がない
ため、道路形状の変化に関わらず、より容易に車線中央寄りに向かうことができる。なお
、復帰意図ありと判定すると直ちに目標横位置Ｙ＊を車線中央ｌｍに設定してもよいし、
復帰意図ありと判定した後、所定の時間をかけて徐々に目標横位置Ｙ＊が車線中央ｌｍに
移行するように設定してもよい。
  具体的には、目標横位置Ｙ＊を単に（微）調整するための操舵操作の介入を判定する閾
値（第１の閾値Ｔ１）よりも大きな第２の操舵操作の介入判定閾値Ｔ２に基づいて、運転
者の車線中央ｌｍへの復帰意図を判定する。このように、操舵状態量（操舵トルクＴ等）
に基づいて車線中央ｌｍへの復帰意図判定を行うため、復帰意図をより簡便に判定するこ
とができる。
【００４４】
　また、図６に示すように、車両運動状態量等から推定される自車両ＭＣの予想軌跡Ｓに
おいて現在位置から前方へ所定距離Ｌ０だけ離れた到達点ＳＰが、車線中央ｌｍを越えて
反対側（右寄り走行中は車線中央より左。左寄り走行中は車線中央より右。なお、「車線
中央ｌｍ」は、厳密な中央線でなく、中央線を含む所定の幅を有してもよい）になった場
合、運転者の車線中央復帰意図があると判定する。このように、実際の車両挙動および走
路形状に基づいて車線中央ｌｍへの復帰判定を行うため、片勾配（横断勾配）等の外乱の
影響で操舵状態量（操舵トルクＴ等）が発生しにくい状況であっても、車線中央ｌｍへの
復帰意図をより確実に判定できる。
【００４５】
　また、図７に示すように、自車両ＭＣの予想軌跡Ｓにおいて、自車両ＭＣの現在位置か
ら走行車線ｌ１に沿って前方へ所定距離Ｌ０だけ離れた予想到達点ＳＰを推定する際、操
舵角速度θ'の大きさが所定の閾値を越えた状態が検出されてから所定時間の間、所定距
離Ｌ０に補正距離Ｌｃを加算することで、予想到達点ＳＰをより前方の位置ＳＰ'に補正
する。これにより、運転者の操舵操作（操舵角θ）が小さく、予想軌跡Ｓの曲率が小さい
（曲率半径が大きい）場合であっても、予想到達点ＳＰ'が車線中央ｌｍを越えて反対側
に移りやすくなる。すなわち、操舵角速度θ'の大きさが閾値を越えると、所定時間の間
は、運転者の車線中央ｌｍへの復帰意図判定の感度を良くする。このため、例えば操舵操
作量（操舵角θ）が小さい時点から、より速やかに、運転者の車線中央ｌｍへの復帰意図
の有無を判定することができる。このように、操舵操作の変化量を復帰意図判定用のパラ
メータ（所定距離Ｌ０）に反映させてこれを補正することで、より正確に車線中央ｌｍへ
の復帰意図を判定することができる。
【００４６】
　また、走行車線ｌ１の道路曲率ρが所定値以上のとき、道路曲率ρが運転者の操舵操作
と同じ方向で大きいほど、上記所定距離Ｌ０に加算する補正距離Ｌｃを長く設定する一方
、道路曲率ρが運転者の操舵操作と逆方向で大きいほど、所定距離Ｌ０から減算する補正
距離Ｌｃを長く設定する。これにより、走行車線ｌ１が運転者の操舵操作と同じ方向にカ
ーブしており、カーブの度合いが大きい場合であっても、予想到達点ＳＰ'が車線中央ｌ
ｍを越えて反対側に移りやすくなり、運転者の車線中央ｌｍへの復帰意図判定の感度が良
くなる。すなわち、道路曲率ρが運転者の操舵操作と同じ方向で大きいほど、車両を目標
軌跡よりも内側（車線中央側）へ戻すために必要な操舵操作量が大きくなる。よって、復
帰意図の判定に用いるパラメータ（所定距離Ｌ０）が固定値である場合、車線中央ｌｍへ
の復帰意図判定のために必要な操舵操作への正確性が要求される（道路曲率ρが運転者の
操舵操作と逆の方向で大きい場合は、逆のことがいえる）。これに対し、実施例１では、
道路状況に応じて、道路曲率ρが運転者の操舵操作と同じ方向で大きいほど、上記判定用
パラメータを、復帰意図判定の感度が高くなる方向へ変更する。これにより、車線中央ｌ
ｍへの復帰に必要な操舵操作量が大きくなる状況で、復帰を意図する運転者の操舵操作が
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多少不正確であっても、走行目標点ＧＰの切り換え（車線中央ｌｍへの復帰）が素早く行
われるようになり、運転者が安心して走行できるようになる。このように、走行環境によ
る復帰意図判定への影響を低減することで、より確実に車線中央ｌｍへの復帰意図を判定
することができる。
【００４７】
　また、自車両ＭＣの周囲が他車両等の障害物によって混雑しているときは、上記所定距
離Ｌ０に補正距離Ｌｃを加算することで、予想到達点ＳＰをより前方の位置ＳＰ'に補正
する。これにより、運転者の車線中央ｌｍへの復帰意図判定の感度が良くなる。すなわち
、自車両ＭＣの周囲が混雑していると判定されたときは、周囲の道路状況の変化によって
、運転者が走行位置を車線中央ｌｍへ戻したい状況であることが推測される。よって、こ
のような場合には、運転者が正確に走行目標点ＧＰの修正を完了しなくても、復帰意図あ
りと判定する。これにより、走行目標点ＧＰの切り換え（車線中央ｌｍへの復帰）が素早
く行われるため、運転者が安心して走行できるようになる。
【００４８】
　〔効果〕
  以下、実施例１の車両用走行制御装置の効果を列挙する。 
  （１）自車両ＭＣが走行する車線ｌ１における自車両ＭＣの現在の横位置Ｙを検出する
横位置検出手段（車線認識部101）と、運転者の操舵状態量（操舵トルクＴ、操舵角θ等
）を検出する操舵状態検出手段（操舵トルク検出部102、操舵角検出部103）と、自車両Ｍ
Ｃの運動状態量（ヨーレートψ'、車速Ｖ等）を検出する車両運動状態検出手段（車両運
動状態検出部104）と、自車両ＭＣが走行する車線ｌ１における自車両ＭＣの目標横位置
Ｙ＊を設定し、目標横位置Ｙ＊を走行するように自車両ＭＣを制御すると共に、検出され
る操舵状態量（操舵トルクＴ）が第１の閾値（閾値Ｔ１）を越えると、検出される横位置
Ｙに合わせて目標横位置Ｙ＊を更新し、その後、検出される操舵状態量が第１の閾値以下
になると、そのとき検出された横位置Ｙに目標横位置Ｙ＊を固定する車線追従制御手段（
ドライバ介入判定部106、目標横位置設定部109、目標軌跡算出部108、操舵制御部110）と
、検出される操舵状態量（操舵トルクＴ）または車両運動状態量（ヨーレートψ'、車速
Ｖ）に基づき運転者の車線中央ｌｍへの復帰意図を判定する車線中央復帰意図判定手段（
車線中央復帰意図判定部107）とを備え、車線追従制御手段（目標横位置設定部109）は、
運転者の車線中央ｌｍへの復帰意図があると判定されると目標横位置Ｙ＊を車線中央ｌｍ
に設定し、車線中央復帰意図判定手段は、運転者の操舵方向が車線ｌ１の外側から中央ｌ
ｍ側へ向かう方向であり、かつ、検出される操舵状態量（操舵トルクＴ）が第１の閾値よ
りも大きい第２の閾値（閾値Ｔ２）を越えたとき、または、検出される車両運動状態量（
ヨーレートψ'、車速Ｖ）から推定される自車両ＭＣの予想軌跡Ｓにおける所定の前方到
達点（予想到達点）ＳＰが車線中央ｌｍを越えたとき、運転者の車線中央ｌｍへの復帰意
図があると判定する。
  よって、車線追従制御中、運転者が車線中央ｌｍ寄りに向かうことを目的として操舵操
作の介入を行った場合に、運転者が操舵操作の細かい微調整を行う必要がなく、より容易
に車線中央ｌｍ寄りに向かうことができることができるため、運転者の操舵操作の負担を
軽減することができる。
【００４９】
　（２）操舵状態検出手段（操舵角検出部103）は、運転者の操舵速度（操舵角速度θ'）
を検出し、車線中央復帰意図判定手段（車線中央復帰意図判定部107）は、検出される操
舵速度の大きさが所定の閾値を越えると、所定時間の間、前方到達点ＳＰをより前方の位
置に補正する。
  よって、より正確ないし迅速に車線中央ｌｍへの復帰意図を判定することができるため
、運転者の操舵操作の負担をより軽減することができる。
【００５０】
　（３）自車両ＭＣが走行する車線ｌ１の曲率ρを検出する曲率検出手段（車線認識部10
1）を備え、車線中央復帰意図判定手段（車線中央復帰意図判定部107）は、検出される曲
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率ρが運転者の操舵方向と同じ方向で大きいほど、前方到達点ＳＰの位置をより前方の位
置に補正する。
  よって、より確実ないし迅速に車線中央ｌｍへの復帰意図を判定することができるため
、運転者の操舵操作の負担をより軽減することができる。
【００５１】
　（４）自車両ＭＣの周囲の障害物の位置を検出する障害物検出手段（障害物認識部105
）を備え、車線中央復帰意図判定手段（車線中央復帰意図判定部107）は、検出される障
害物の位置が自車両ＭＣから所定範囲内であるとき、前方到達点ＳＰの位置をより前方の
位置に補正する。
  よって、より迅速に車線中央ｌｍへの復帰意図を判定することができるため、運転者の
操舵操作の負担をより軽減することができる。
【００５２】
　〔他の実施例〕
  以上、本願発明を実施例１に基づいて説明してきたが、上記実施例に限らず、他の構成
であっても本発明に含まれる。
  例えば、本発明の車両用走行制御装置は、操舵制御を行うことができれば、どのような
操舵機構や自動操舵機構（操舵アクチュエータ）を備えた車両であっても適用することが
できる。例えば、車輪を自動操舵するための操舵アクチュエータは、操舵機構に操舵アシ
ストトルクを発生するパワーステアリング装置のアクチュエータでもよい。また、ステア
リングシャフト（ステアリングホイール）に操舵反力トルクを発生する操舵反力アクチュ
エータを用いてもよく、車両用走行制御装置は、操舵反力トルクを操舵力伝達系に与える
ことで走行車線に自車を追従させるべく、運転者の操舵操作をサポートする制御装置であ
ってもよい。また、操舵制御を行うための手段（操舵アクチュエータ）として、操舵トル
クを操舵力伝達系に与えるものに限らず、例えば、各車輪に駆動力や制動力を発生させる
駆動／制動アクチュエータを用い、車両の制駆動力を制御することで操舵制御を実現する
こととしてもよい。
  実施例１では、現在の横位置Ｙを検出したり目標横位置Ｙ＊を設定したりするために車
線中央ｌｍを基準としたが、これに限らず、例えば（左右の）車線区分線ｌｎを基準とし
たり、（左右の車線区分線ｌｎから算出される）車線の道幅に対する車線区分線ｌｎから
の自車両ＭＣの距離の比率を基準としたりしてもよい。
【符号の説明】
【００５３】
１０１　車線認識部（横位置検出手段）
１０２　操舵トルク検出部（操舵状態検出手段）
１０３　操舵角検出部（操舵状態検出手段）
１０４　車両運動状態検出部（車両運動状態検出手段）
１０６　ドライバ介入判定部（車線追従制御手段）
１０７　車線中央復帰意図判定部（車線中央復帰意図判定手段）
１０８　目標軌跡算出部（車線追従制御手段）
１０９　目標横位置設定部（車線追従制御手段）
１１０　操舵制御部（車線追従制御手段）
ｌ１　　車線
ＭＣ　　自車両
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